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緑
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整

備
基

準
及
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既

存
森

林
の

保
全

基
準

対
象

と
す

る
開
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基

準
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例
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２
条

第
５
号
オ

⼯場
⽴地
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２条
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製造
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⼯場
地
区
計
画
区
域

⽤途
地域
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⼯専
地域

⽤
途
地
域
の
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ち
上
記
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く
地
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定
⽤
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地
域

都
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計
画
区
域
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②
地
区
計
画
等
の
基
準

に
準
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５
％
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上
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上
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計
画
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域
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画
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に
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％
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％
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％
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⽤
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益
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⼭
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⼭
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⼯
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⼯
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第
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②
地
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お
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る
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準
 （

規
則

別
表

第
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）

③
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お

け
る

緑
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の
 

整
備

基
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規

則
別
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④
⽤
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け
る

緑
地
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整
備

基
準
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則
別
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⑤
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定
⽤
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地
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け
る

 
緑
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整
備

基
準

 （
規

則
別

表
第
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⑥
特

定
⽤

途
制

限
 

地
域

に
お

け
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既

存
森

林
の

保
全

 （
規

則
別

表
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上欄
を除

く国
、都

道府
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市町
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わっ
てい

る法
⼈、

⼀部
事務

組合
もし

くは
広域

連合
の業
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の

保
全
区
域
、
森
林
区
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、
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業
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、
集
落
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域
活
⼒
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持
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域
太
陽
光
発

電
施
設
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、
特
定
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域
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場
そ
の
他
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集
落
区
域
活
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再
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型
、
集

落
区
域
産
業
共
⽣
型
、
特
定

区
域
⼯
業
運
輸
型
、
特
定
区

域
商
業
型
、
特
定
区
域
公
共

公
益
型

①
1h
a未

満
：
30
％
以
上

②
1h
a以

上
5h
a未

満
：

40
％
以
上
 

③
5h
a以

上
：
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％
以
上

①
事
業
区
域
⾯
積
1h
a

以
上
3h
a未

満
：

平
均
１
ｍ
以
上

②
事
業
区
域
⾯
積
3h
a

以
上
5h
a未

満
：

平
均
３
ｍ
以
上

③
事
業
区
域
⾯
積
5h
a

以
上
：
平均

５ｍ
以上

−
−

−
− − −

−

−
−

−

− −−−

緑地の整備基準及び既存森林の保全基準（施行規則別表第 13 ～ 18）

Ⅰ．都市計画区域内における緑地整備等に係る手続き

新開発調整条例に基づく緑地整備等に関する協議

※開発事業実施と並行して行える協議

-１-

 区域区分（線引き）の廃⽌に伴い、都市計画区域内においては、県環境の保全と創造に関する条例
及び県緑豊かな地域環境の形成に関する条例（県緑条例）に代わり、この新開発調整条例に基づく緑
地整備等に関する協議を⾏います。

 緑地整備等に関する協議については、開発事業に関する事前協議とは別に協議を⾏うことを可能と
しています（開発事業に関する事前協議の⼿続きの詳細は別資料をご確認ください）。
 ⼯事着⼿前に⾏う事前協議ではなく、開発事業実施と並⾏して⾏える協議とします。

◆緑地整備等に関してご注意いただくこと
・都市計画区域外は、今までと変わらず、県緑条例に基づく緑地整備等が必要です。新開発調整条例
に基づく緑地整備等に関する協議は⾏いません。

・建築物の⽤途が⼯場等に該当するものについては、市内全域において、今までと変わらず、⼯場⽴
地法及び県環境の保全と創造に関する条例に関する⼿続きが必要です。⼯場等における新開発調整
条例に基づく緑地整備等に関する協議は、都市計画区域内に限り、他法令、他条例の⼿続きと並⾏
して⾏います。

◆緑地整備等に係る協議（第 48 条）…第２条第５号オに該当する開発事業が対象
・都市計画区域内で事業区域⾯積が 1,000 ㎡以上の建築物の新築に係る開発事業を⾏う場合は、事業
区域における緑地の整備及び既存森林の保全に関する計画について協議しなければならない。

◆緑地整備等に関する⼯事完了の届出（第 51 条）
・緑地整備⼯事が完了したときは、届け出なければならない。

◆緑地整備等に関する勧告、公表（第 52 条、第 53 条）
・条例の規定に従わなかった開発事業者に対し勧告を⾏い、勧告に従わない開発事業者の⽒名⼜は名
称・違反の事実などについて公表することがあります。

 条例に規定する開発事業を⾏おうとするときは、下記の整備及び保全基準に従ってください。

 本件に関し、ご不明な点がある場合は下記にお問合せください。
加⻄市役所 建設部 都市計画課 / 建築課
〒６７５−２３９５ 兵庫県加⻄市北条町横尾１０００ ☎０７９０−４２−１１１０（代表） HP https://www.city.kasai.hyogo.jp/



04

緑地の位置

種別及び
選定基準

植栽基準

緑地⾯積
の算定

沿道緑化に
資する緑地
⾯積の算定
に関する
インセンティブ

緑化⾯積

樹⽊

植栽時
の樹冠
植栽時
の樹冠

成⻑時
の樹冠
成⻑時
の樹冠

02

02

03

01

緑化⾯積

地被植物地被植物

技術基準（緑地整備及び既存森林の保全に関する基準）（施行規則別表第 11・12）緑地整備等に関する条例適用にかかる区域区分廃止前後の比較

Ⅱ．都市計画区域内における緑地に関する規定

緑地の整備（第 10 条）

対象事業（第２条第５号オ）

協議の申出（第 48 条第１項）

-３--２-

 条例に規定する開発事業を⾏おうとするときは、条例及び施⾏規則に定める緑地整備等の基準に
沿って事業計画を策定し、市と協議等を⾏ってください。

主たる緑地の位置について、センターラインが設けられた道路に接する場合はその道路、
接していない場合は建築基準法第 42条第１項⼜は第２項に規定する道路に⾯した箇所
に設置するように努めること。困難な場合は、道路からの視認性の良い位置⼜は隣地と
の敷地境界線に沿った位置に設置、既存森林にあっては周辺からの眺望に配慮した配置
に努めること。（規則別表第 11第３項、別表第 12 第２項）

地被植物 ※緑地整備のみ
（規則別表第 11第２項、第５項）

花を植栽する場合は多年草の植栽に
努めること。⼀年草を植栽する場合、
開花期間が⻑いもの⼜は市花サルビ
アを推奨。下記参照

地被植物等と樹⽊とのバランスに配
慮した配置に努めること。
（規則別表第 11第１項）

マリーゴールド
マツバボタン
ペチュニア
ビンカ
ジニア
トレニア

パンジー
ビオラ
キンギョソウ
ハボタン
アリッサム
ノースポール

地域の環境に適した市⽊カシを含む多様な在来種
の植栽に努めること。
スギ、ヒノキ等花粉症の原因とされている樹⽊の
植栽は避けること。

樹⽊
（規則別表第 11 第２項、第４項、第５項）

春季〜夏季

⾼⽊

中⽊

低⽊

４ｍ以上

2.5ｍ以上４ｍ未満

⾼⽊、中⽊以外

種別 成⽊時の樹⾼

種別 20㎡当たりの
植栽本数

秋季〜冬季

⾼⽊ １本以上
２本以上

５本以上

６本以上

中⽊
低⽊のうち成⽊時の樹⾼が
概ね１ｍ以上 2.5ｍ未満
低⽊のうち成⽊時の樹⾼が
概ね１ｍ未満

緑地⾯積の算定

1.2 倍

1.5 倍

沿道緑化の位置

種別 みなし
樹冠の半径

みなし
樹冠⾯積

⾼⽊ 2.1ｍ
1.6ｍ

1.1ｍ

１ｍ

13.8 ㎡
８㎡

3.8ｍ

3.1 ㎡

中⽊
低⽊のうち
成⽊時の樹⾼が
概ね１ｍ以上
2.5ｍ未満
低⽊のうち
成⽊時の樹⾼が
概ね１ｍ未満

幅員６ｍ以上の道路と事業区域の境界から事業区域
側に３ｍ以内の部分に位置する緑地

※①〜③の条件をすべて満たす場合の
み適⽤できる

①透過性のないフェンス、ブロックが
なく、道路から緑地が視認できる。

②緑地全体が地被植物のみでない。
③樹⽊の枝葉が道路にはみ出す、道路
の視認性を妨害する等、道路の通⾏
に⽀障をきたす配置でない。

幅員６ｍ以上の道路と他の道路が内⾓ 120 度以下で
交差する交差点から道路の境界に沿って３ｍ以内か
つ事業区域側に３ｍ以内の部分に位置する緑地

※１ 【緑地】 ⽵、花、芝その他の地被植物若しくは樹⽊⼜はそれらの⽣育に供される⼟地（規則別表第 11 第１項）
※２ 【既存森林】 地域森林計画対象⺠有林の区域内で現に樹⽊⼜は⽵が集団で⽣育している⼟地及びその⼟地の上にある
   樹⽊、⽵並びにそれらの集団的な⽣育に供される⼟地（規則別表第 12 第１項）
※３ 駐⾞区画の 50％以上を緑化する場合は、その駐⾞区画の全てを緑地⾯積とみなすことができる。
   （規則別表第 11 第５項）
※４ この条例の規定に適合する緑地であれば、この条例の規定により整備される公園・広場と兼ねることができる。
   （規則別表第 11 第６項）

 緑地整備等に関する条例適⽤にかかる⼤まかな区域区分廃⽌前後の⽐較は下図のとおりです。
 ※⼯場等については、⼯場⽴地法、県環境の保全と創造に関する条例も適⽤されます。

区域区分廃⽌前 令和８年３⽉まで

都市計画
市街化

調整区域

市街化区域

⾮線引き
都市計画区域

（⽤途地域含む）

県環境条例適⽤

基準なし
＝緑地設置
 義務なし

都市計画
区域外

都市計画
区域外

県
緑条例
適⽤

県
緑条例
適⽤

新
開発調整
条例適⽤

緑地整備

区域区分廃⽌後 令和８年４⽉以降

 開発事業者は、都市計画区域内で開発事業を⾏う場合には、森林法（昭和 26 年法律第 249 号）そ
の他の法令に規定される技術的基準並びに別表第３に定める緑地の整備及び既存森林の保全基準に従
う必要があります。

 都市計画区域内における事業区域の⾯積が 1,000 ㎡以上の建築物の新築を伴う開発事業について
は、定められた基準を基に、緑地の整備及び既存森林の保全が必要です。
※都市計画区域外における開発事業については、兵庫県緑豊かな地域環境の形成に関する条例の対象
となるため、該当の⾏為に対しては県条例に基づく届出⼜は許可が必要です。

 上記の開発事業を⾏う場合は、開発事業者が市に緑化計画申出書を提出し、次に掲げる事項につい
て協議を⾏います。

◆緑地の整備・既存森林の保全
①緑地の整備 ②既存森林の保全 ③⼯場の緑地 ④地区計画の緑地 ⑤公共施設の緑地 
⑥⽤途地域の緑地 ⑦特定⽤途制限地域の緑地 ⑧特定⽤途制限地域の既存森林の保全


